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【老人福祉法】 特別養護老人ホーム 設置認可申請 必要書類 

 

□ 認可申請書（様式第 26号の２） 

□ 老人居宅生活支援事業開始届（様式第 25 号の２）（併設ショートがある場合） 

□ 施設の運営方針 

□ 事業計画 

□ 収支予算書（開設年および開設２年目） 

□ 財産目録 

□ 定款、法人登記事項証明書 

□ 市町長の意見書（整備計画に対する意見書の写し） 

□ 土地に係る権利関係を明らかにすることができる書類 

※土地の登記事項証明書、賃貸借契約書、市町村の許可書等 

□ 公図 

□ 敷地および施設の位置を表示した付近見取図、建物配置図 

□ 施設の各階平面図 

□ 施設の部屋別施設一覧表（参考様式２－２） 

  ※居室および共同生活室（食堂・機能訓練室）については内法面積、廊下幅について

は手すりから手すりの内法幅を記載のこと 

□ 施設の設備等に係る一覧表（参考様式３） 

□ 経理規程、就業規則、給与規程等 

□ 運営規程、重要事項説明書、契約書 

□ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要（参考様式４） 

□ 施設・事業所の組織図（人員配置図） 

  ※同一敷地内の施設・事業所を含むこと 

□ 従業者（施設長含む）の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式１） 

  ※参考様式１とは別に、各従業者の勤務時間帯がわかる勤務体制表を添付のこと 

□ 施設長の経歴書（参考様式１－２）および資格証等の写し 

□ 従業者の資格証等の写し（医師、生活相談員、看護職員、栄養士、機能訓練指導員、 

介護支援専門員、ユニットリーダー研修修了証） 

□ 診療所開設許可書の写し ※サテライト型居住施設で設けない場合は不要 

□ 嘱託医師契約書の写し 

□ 協力医療機関との契約書の写し 

□ 建築基準確認済証の写し ※耐火建築物等であることが分かる部分を含む 
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□ 消防関係届出等の写し（消防用設備等検査済証、防火管理者選任届、消防計画作成届） 

□ パンフレット 

 

※ 登記事項証明書および定款等の写しには、原本と相違ないことの証明が必要で

す。 

※ その他必要に応じて追加書類を求める場合がありますのでご了承願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 特別養護老人ホームおよび短期入所施設（事業）の設置については、上記の

老人福祉法に基づく認可申請・届出の他に、介護保険法に基づく指定申請が必

要になります。 

● 入所定員２９人以下の「地域密着型介護老人福祉施設」については、所在地

市町へ指定申請を行ってください。 

● 入所定員３０人以上の「介護老人福祉施設」および「併設型（介護予防）短

期入所生活介護」については、県医療福祉推進課へ指定申請を行ってください。

（次頁以降参照） 
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【介護保険法】 介護老人福祉施設（併設型短期入所生活介護） 指定申請 必要書類 

 

□ 指定申請書（様式第１号） 

□ 付表１３  介護老人福祉施設の指定に係る記載事項 

□ 付表８－２ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業者の指定に係る記載

事項（空床型・併設型） 

□ 別添 指定（許可）申請に係る添付書類一覧（特養） 

□ 別添 指定（許可）申請に係る添付書類一覧（短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護） 

□ 法人登記事項証明書 

□ 特別養護老人ホーム設置認可書の写し 

□ 従業者（管理者含む）の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式１） 

  ※参考様式１とは別に、各従業者の勤務時間帯がわかる勤務体制表を添付のこと 

□ 施設の各階平面図 

□ 施設の部屋別施設一覧表（参考様式２－２） 

※居室および共同生活室（食堂・機能訓練室）については内法面積、廊下幅について

は手すりから手すりの内法幅を記載のこと 

□ 施設の設備等に係る一覧表（参考様式３） 

□ 併設する施設の概要、施設の共用の場合の利用計画 

□ 土地に係る権利関係を明らかにすることができる書類 

    ※土地の登記事項証明書、賃貸借契約書、市町村の許可書等 

□ 公図 

□ 敷地および施設の位置を表示した付近見取図、建物配置図 

□ 運営規程、重要事項説明書、契約書 

□ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要（参考様式４） 

□ 協力医療機関との契約書の写し 

□ 従業者の資格証等の写し（医師、生活相談員、看護職員、栄養士、機能訓練指導員、

介護支援専門員、ユニットリーダー研修修了証） 

□ 従業者の雇用契約書の写し 

□ 嘱託医師契約書の写し 

□ 誓約書（参考様式６） 

□ 介護支援専門員の氏名およびその登録番号（参考様式７） 

□ 施設・事業所の組織図（人員配置図） 

  ※同一敷地内の施設・事業所を含むこと 
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□ 介護サービス事業者指定等研修会の修了証の写し 

 

※ 登記事項証明書等の写しには、原本と相違ないことの証明が必要です。 

※ その他必要に応じて追加書類を求める場合がありますのでご了承願います。 

 

 

【介護保険法】 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 必要書類 

 

□ 介護給付費算定届連絡先 

□ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２） 

□ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）（別紙１－２） 

□ 該当する体制、加算に係る添付書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


